
 
芦屋市立図書館設置条例施行規則新旧対照表 

                                                  （下線部分は，改正部分） 

改 正 案 現  行 

(休館日) (休館日) 

第 3 条 図書館の休館日は，次のとおりとする。 第 3条 図書館の休館日は，次のとおりとする。 

(1) （省略） (1) （省略） 

(2) （省略） (2) （省略） 

(3) 12 月 29 日から翌年１月４日まで (3) 12 月 28 日から翌年１月４日まで 

(4) （省略） (4) （省略） 

２ （省略） ２ （省略） 
 


